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概要 本稿では公的組織における管理会計の展開と現況について概観する。公的組織における管理

会計の展開と現況は国によって相当の違いが観察される。ここではまず，アメリカの公的組織の管

理会計の展開と現況をみたうえで，イギリス，ドイツおよびフランスの公的組織の管理会計の現況

について概観する。つぎに，わが国の公的組織の管理会計的展開について概観し，若干の考察を行

う。そのうえで，わが国の公的組織における管理会計の今後の展開について，若干の考察を行う。

そこでは，漸次的・パッチワーク的な導入・展開を図っていく方向が現実的と考えられることを述

べる。
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はじめに

本稿では，公的組織 における管理会計の展

開と現況について概観する。公的組織における

管理会計の展開と現況も，国によって相当の違

いが観察される。ここではまず，アメリカの公

的組織の管理会計の展開と現況をみたうえで，

イギリス，ドイツおよびフランスの公的組織の

管理会計の現況について概観する 。そして，

それぞれに，各国なりに企業における管理会計

の展開との共通性がみられるのではないかと思

われることを若干考察する。

つぎに，わが国の公的組織の管理会計的展開

について概観し，若干の考察を行う。わが国の

場合，内容からみれば管理会計と位置づけられ

うるものであっても，管理会計とは認識されて

いないものがほとんどである。わが国の場合，

政策中心的な思考という特徴があり，企業の管

理会計においてみられる，いわゆる日本的管理

会計―世界各国に影響を与えているものでもあ

る―との関連性はほとんどみられない 。

そのうえで，わが国の公的組織における管理

会計の今後の展開について，若干の考察を行う。

そこでは，まず，わが国の公的組織において，

管理会計を体系として導入・展開を図っていく

方向について，その可能性を検討する。そして，

漸次的・パッチワーク的な導入・展開を図って

いく方向が現実的と考えられることを述べる。

さらに，その場合の検討課題等を整理する。

最後に，まとめを行う。

第１節 アメリカの公的組織における管理会計

の展開と現況

最初に，アメリカの公的組織における管理会

計の展開と現況について概観する。まず展開に

ついて，つぎに現況について概観する。

1-1 アメリカの公的組織における管理会計の

展開
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本稿において公的組織とは，行うべき業務の範囲が

比 的明確な公共部門であって，純粋な企画立案業

務を除くとする。

歴史的な研究は，それぞれの国のいわば個性を導き

だし，現況の理解と将来を考えるうえできわめて重

要であると考える。したがって，このような歴史的

な研究は，アメリカのみならず，イギリス，ドイツ，

フランスおよびわが国についても行われることが望

まれる。

わが国の公的組織における現在の管理会計的な取り

組みのほとんどは1990年代以降のものであり，いま

だ，議論が進展していないがゆえとも考えられる。



まず，アメリカの公的組織における管理会計

の展開についてである。このテーマに関する長

期のスパンでの先行研究は少ないが，最近では

藤野（2003）が網羅的な整理・研究をしている。

本項では，藤野（2003）による時代区分に沿っ

て概観することとしたい。

1-1-1 前史

1900年代初頭，議会は，収入および支出を調

整する包括的な計画もなく支出決定を下してお

り，財政は政治的な影響にさらされていた（藤

野，2003，p.14）。このような行政の問題が深

刻化するにつれて，1906年には最初の市政調査

局がニューヨーク市で設立され，包括的な予算

システムの確立に取り組んだ（藤野，2003，

p.14）。1910年には連邦政府に「節約と能率に

関する委員会」（Commission on Economy and
 

Efficiency）が設立され，1912年には包括的な

予算作成を提言した報告書が提出された。この

影響のもと，州レベルの予算の制度化が進み，

連邦政府でも1921年に予算・会計法（Budget
 

and Accounting Act）が制定された（藤野，

2003，p.15）。

藤野（2003，pp.16-17）によれば，一般的

なテキストとして1914年に市政調査局から刊行

されたHandbook of Municipal Accounting

では，上記の予算改革に関連するポイントとし

て，①複式簿記による勘定システムにもとづき，

現金の受取・支払とは別に，収入・支出が記録

される，②支出は，組織単位別，活動（職能）

別，性質別および支出対象別の４分類で示され

る，③活動（職能）別の支出から単位コスト計

算を行う，④民間企業の先進的なシステムを導

入しようとする意図，の４点があげらていれる。

単位コストにもとづいた予算は，ニューヨーク

市で1913年から1915年の3年間だけ実施された

にすぎない。その理由については，立法府から

の支出権限の付与が職能レベルにまで及ぶと，

予算執行段階における職能レベルの修正にも法

的な承認が必要となり，硬直的な予算執行に陥

ってしまうと指摘されている（Buck，1929，

p.462）。

1920年代から1930年代には，いくつかのテキ

ストや論稿も公表された。1933年には，行政官，

会 計 士，研 究 者 な ど か ら な る NCM A

（National  Committee on Municipal
 

Accounting）が設立され，1934年には市政会

計原則が公表された（藤野，2003，p.27）。こ

の時期に政府の会計が確立していくが，当時の

行政改革においては，政治的な影響に振り回さ

れないための行政手続きの確立の観点から会計

が重視されており，会計は手続きとしてとらえ

られていた（藤野，2003，p.28）。

1-1-2 生成

ニューディール政策が展開されるなか，連邦

政府の拡大に対して連邦政府の会計が脆弱であ

るとの認識が広がり，1940年代以降は連邦政府

の会計に関心が移っていく（藤野，2003，

p.32）。そこでは，計画とコントロールという

経営管理プロセスの確立が重要な課題であると

認識され，その確立に向けた動きは，第二次大

戦後の行政改革のなかでひとつの頂点に達する

（藤野，2003，p.32）。連邦政府行政部機構委

員会（Commission on Organization of the
 

Executive Branch of the Government：以下，

通称であるフーバー委員会という)が，1947年

～1949年と1953年～1955年の２度にわたり設置

された（藤野，2003，p.32）。1949年の第１次

フーバー委員会報告書（1949，pp.36-37，

pp.56-57）においては，パフォーマンス予算

が提言され，職能や活動 により焦点があてら

れるとともに，当時の予算にはなかった単位あ

たりコストも含まれていた。第１次フーバー委

員会の勧告事項はかなりの部分について立法措

置が講じられ（西尾，1990，p.54），パフォー

公的組織における管理会計の展開と現況

第１次フーバー委員会は第二次大戦中に形成された

戦時行政体制を平時の状態に戻し，国債累増による

財政赤字を解消して均衡財政に復帰することをめざ

して，共和党が多数派を占める議会の発意により設

置された（西尾，1990，p.53）。
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マンス予算等についても1950年の予算・会計手

続法（Budget and Accounting Procedures
 

Act）に盛り込まれた（藤野，2003，p.55）。

第２次フーバー委員会報告書（1955）ではさら

に，議会への資金要求のための歳出予算に加え，

計画とコントロールのためのコスト・ベースの

業務予算や，発生主義ベースのコストの測定を

求めるとともに，各省庁にコントローラー

（comptroller）をおき，各省庁の会計システ

ムの支援および内部経営管理と外部報告のため

の財務報告の作成などを担わせるよう求めた。

また，コーラーら（Kohler＝Wright，1956）

は連邦政府会計のテキストを刊行した 。そこ

では，責任会計にもとづいて識別可能なものと

しては最も小さい活動が基本的な構成単位とし

て重視され，直接費をその活動に跡づける活動

会計においては，活動の責任者がコストセンタ

ーとしてすべての責任を負うこととされていた

（Kohler＝Wright，1956，pp.183-185）。

1-1-3 PPBSと公的組織の管理会計の確立

1960年代後半の連邦政府は，戦後の緊縮財政

を経て，新たな政策展開，すなわち，軍事と社

会保障における財政支出の拡大基調に入りつつ

あった。新たな政策展開にともなって財政支出

を適切に配分するためには，政策と予算編成と

の関係を強めることが必要となり，そこで導入

されたのがPPBS（Planning-Programming-

Budgeting  System）である（藤野，2003，

p.69）。ここではまず，PPBSについて鳥瞰し

たうえで，それを受けた公的組織の管理会計の

確立について概観する。

宮川（熊谷ほか，1971，p.15）によれば，

PPBSとは「長期的な計画策定と短期的な予

算編成とを，プログラム作成を橋渡しとして有

機的に結合することによって，資源配分に関す

る組織体の意思決定を一貫して合理的に行おう

とする考え方を制度化したもの」である。そこ

では，プログラム予算によって計画設定と予算

編成の関係が強化されるとともに，資源配分の

合理的な意思決定を促進するために費用便益分

析が用いられた。また，宮川（1969，p.32）

は，「PPBSは，漸進的（Evolutionary）なシ

ステムであり，革命的（Revolutionary）なシ

ステムではない。その構成要素の大部分は，そ

の組み合わせや体系を別にすれば，決して新し

いものではない」とする。

PPBSの概念と手法には２つの起源がある

とされており，ひとつは連邦政府の軍事部門で

あり，もうひとつは民間企業のGM（General
 

Motors）と指摘されている（Novick，1965，

pp.ⅹⅹⅴ-ⅹⅹⅵ）。1965年夏にジョンソン大

統領により連邦政府全体への導入が公表された

（宮川，1969，pp.13-14）が，宮川（1969，

p.140）は，連邦政府において統合的なシステ

ムとして導入されたというよりは，各省庁それ

ぞれのPPBSがあると理解してよさそうであ

ると指摘する。

PPBSは1971年のOMB（Office of Man-

agement and Budget）の覚書によってPPBS

関連の基本的な文書の提出を要しない扱いとな

り，終焉を迎えた（藤野，2003，p.72）。その

理由として端的な指摘であると考えられるもの

が，ウィダフスキー（Wildavsky，1964，p.

５.訳書 p.７）のいう「もっとも抜き差しなら

ぬ意味において，予算は政治過程の核心に位置

している」という点である。これに関し，加藤

（熊谷ほか，1971，p.60-61）は以下のように

信州大学経済学論集 第61号（2010）大 西 淳 也

1949年のフーバー委員会報告書では職能や活動の具

体的内容は不明であるが，バークヘッド（Burk-

head，1956，pp.148-149）によれば，職能（func-

tions）→部局（departments & agencies）→プロ

グラム（programs）→執行部門（performing
 

units）→活動（activities）ないしは最終生産物

（end products）→（人件費等の）歳出分類

（Objects），とされる。通常，最終生産物ではなく，

活動にもとづいて設定される（Burkhead，1956，

pp.143-144）。

マネジメント・コントロールに関する内容は，①方

針の明示，②組織と職能の細分化，③明確な権限委

譲，④管理会計，⑤予算統制，⑥標準原価，⑦差異

分析，⑧報告，⑨内部牽制である（Kohler＝

Wright，1956，pp.147-153）。
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指摘する（カッコ内は著者補足）。

……実際に専門的業務を行なう現課レベルの

下位部局は，内閣レベルの政策決定について

も議会の関連する小委員会等と結び，大統領

や長官の決定力を弱化させてきた。PPBS

はこの既存のサブシステム政治とマクロ政治

の体制に対する攻撃を目的とするから，従来

の単純な予算の積上げ編成，下位部局の実質

的政策決定の承認という予算編成を逆転し，

トップによる政策決定の下降による予算編成

を確立することによって，実質的に政策決定

力，行政権限という政治的権力の上部集中を

もたら（した）……

PPBSは政治過程の核心である予算との関

係に齟齬をきたし，頓挫した。福島（1980）は

さらに，国防省の場合には，①同省外郭研究機

関での長年の研究蓄積，②国防省の分析能力と

コンピュータ能力，③トップの強力な指導，④

国防目的の明瞭性，⑤兵器等の比 可能性など

の利点があったが，同時に，国防省にも，ⅰ）

数量化のゆきすぎ，ⅱ）節約偏重の傾向，ⅲ）

意思決定の中央集権化，ⅳ）人間集団への配慮

の欠如などの批判もあったと指摘する。そして，

それにもかかわらず，民生部門へ拡大したこと

により，１）民生部門は多目的事業が多く，プ

ログラム・ストラクチャーを組みにくいうえ，

質的要素が介在する，２）予算当局である

OMB自体が予算編成過程への介入を拒否した

ことをあげている（福島，1980）。また，３）

経済学上の分配の問題に対してPPBSは答え

を出せない（松本，2006）ので，合理的な意思

決定自体にも限界があった。

しかし，PPBSという名称の制度がなくな

ったとはいっても，多くの行政機関ではその後

もPPBSの技法や概念を利用しつづけていた

（Anthony＝Herzlinger，1975，pp.224-

226）。これはPPBS自体に本質的な欠陥があ

ったというよりも，シック（Schick，1973，

pp.147-148）が指摘するように導入プロセス

や，運用に問題があったことを示している（藤

野，2003，pp.72-73）。

このようななかで，公的組織の管理会計は，

PPBSのさらなる発展を意図して，その弱点

を補強するような形で確立された（藤野，2003，

p.101）。アメリカ会計学会（AAA）は1971年

から1977年にかけて５つの報告書を公表した。

そのうち1972年に公表された「公共部門に適用

可能な会計概念に関する委員会報告書」（AAA，

1972，p.80）では，その２大目的を，マネジ

メント・コントロール とアカウンタビィリテ

ィ とした。藤野（2003，p.175）は，ここに公

的組織の管理会計は，財務会計に対比される２

大領域として確立したとする。また，伝統的な

管理会計は，費用についての情報提供は適切で

あっても，便益の測定にはほとんど関心を払っ

てこなかったが，AAAの一連の報告書におい

ては便益の測定に関心がはらわれた（藤野，

2003，p.101）。

また，管理会計学者として著名なアンソニー

も，1965年９月から３年余の期間，国防省にお

いて，財務監理官（Assistant  Secretary of
 

Defense, Comptroller）を務めた。宮川（1969，

p.216）によれば，その前任の「経済学者とし

てのヒッチが，計画→執行→統制というマネジ

メントのトータル・サイクルの中で，特に計画

面の合理化に努力を集中し」たのに対して，

「経営学者としてのアンソニーは，国防省のマ

ネジメント・システムを執行・統制の局面にま

で拡大することに努力を注いだ」。アンソニー

（Anthony，1971，p.388）は，プログラミン

AAA（1972，p.80）は以下のように記述する。

業務および委託された資源についての誠実で効率

的，効果的かつ経済的な経営管理のために必要な情

報を提供すること。この目的は，マネジメント・コ

ントロールに関係する。

AAA（1972，p.80）は以下のように記述する。

マネジャーが誠実で効率的かつ効果的にプログラ

ムを管理し，資源を利用する責任の遂行を報告でき

るようにする情報を提供すること。また，すべての

行政官が政府の業務の成果と公共ファンド利用につ

いて，市民に報告できるようにすること。この目的

は，アカウンタビリティに関連する。
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グ，予算編成，会計，報告と分析という４つの

段階から構成されるサイクルを提案している。

そして，議会から資金を獲得するための歳出予

算（the appropriation budget）と，業務の管

理のための業務予算（the operating budget）

の２つの予算をあげ，統合的なプロセスのなか

では業務予算が重要となることを指摘した

（Anthony，1971，p.396）。このように，ア

ンソニーはPPBSをマネジメント・コントロ

ールのシステムとして再構築しようと考えてお

り，また，適切なシステムの設計のみならず，

システムの導入プロセスにも関心を向けていた

（藤野，2003，p.105）。アンソニーら（Anth-

ony＝Herzlinger，1975，p.315，pp.317-

321）は「新しいシステムの導入にともなう問

題は，一般に，営利企業よりも非営利組織でよ

り深刻である」とし，トップ・マネジメントの

積極的な支援，外部利害関係者の支援，適切な

スタッフの存在およびシステム導入への時間的

余裕といった条件をあげている。アメリカにお

ける企業の管理会計では1990年代に入ってこの

導入プロセスの問題が取りあげられるようにな

るが，PPBSの挫折に見舞われた公的組織の

管理会計においては，1970年代からこの問題が

扱われていたことは注目に値すると指摘されて

いる（藤野，2003，p.124）。

1-1-4 展開

1970年代の連邦政府は政策的に見直しの時代

に入った（藤野，2003，p.176）。PPBSは長

期計画と予算編成に焦点をあてたが，1970年代

にはこれとは異なる経営管理プロセスに焦点を

あてる，すなわち，業務遂行に焦点をあてる目

標管理（Management By Objectives：MBO），

および，予算編成に焦点をあてるゼロベース予

算（Zero-Base Budgeting：ZBB）が導入さ

れた（藤野，2003，p.176）。

目標管理（MBO）については，連邦政府全

体としては1976年に姿を消すが，その後も各省

庁では名称を変えながらも実質的に継続して利

用されていた（藤野，2003，pp.113-114）。ブ

レイディ（Brady， 1973， pp.66-67）は，民

間企業から導入された目標管理（MBO）は，

民間企業ではROI（Return on Investment）

が最もよく利用され，ROIを通じて組織全体

の目標を首尾一貫させることも容易であったの

に対し，公共部門にはそのような単一の目標は

なく，便益も明瞭でないうえに，政治的に決ま

る目標などのためにが併存するため，課題が多

いと指摘する。

また，ゼロベース予算（ZBB）は，1969年

にTexas Instrumentsで開発され，ジョージ

ア州政府で導入されていたなかで，1977年にカ

ーター政権が連邦政府への導入を決定した（藤

野，2003，p.117）。しかし，このゼロベース

予算（ZBB）については，デシジョン・パッ

ケージの数が膨大となり，順位づけに深刻な問

題を生じてしまうなどの批判が指摘されていた

（Anthony，1977，p.8）。

1980年代はレーガン政権のもとで双子の赤字

が深刻化し，財政赤字は危機的な水準に膨れ上

がっていた。このようななかで，経営管理手法

の利用度は1980年代に入って急速に高まり，

1960年代から1970年代にあらわれた目標管理

（MBO），PPBSでのプログラム予算といっ

た手法が1980年代後半には60％から70％の地方

政府で，また，ゼロベース予算（ZBB）も40

％近く利用されるようになり，さらに，Qual-

ity Circle（QC）も注目され，同時期には地方

政府の40％近くで利用されるようになった

（Poister＝Streib，1989，p.244）。しかし，

このQCに相当するTQM（Total  Quality
 

Management）については，その特徴とされ

る顧客志向の顧客の定義が公共部門では困難で

あることなどから，TQM の修正が必要である

との指摘もなされていた（Swiss，1992，

pp.358-360）。

また，1970年代を中心としたアメリカの公的

組織における管理会計のひとつの核となるもの

として，原価計算基準審議会（Cost Account-

ing Standards Board：CASB）の活動があげ

られる。アメリカ国防総省の調達において，原
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価計算基準の検討は古くからなされ，たとえば

1949年に制定された国防品調達規則（Armed
 

Service Procurement Regulation：ASPR）な

どがある。しかし，この国防品調達規則

（ASPR）には「一般に認められた会計原則」

との関連規定が不十分で，しかも規則自体にあ

いまいさがあるなどの欠点があり（Howard＝

James，1973，p.68），それを補足ないしそれ

に代わる基準が必要視されてきた（櫻井，1980

b，p.65）。また，ベトナム戦争によって拡大

する国防支出に関する疑問等が噴出し，契約原

価の問題について関心が高まってきていた（櫻

井，1980b，p.65）。このようななかで，1970

年に原価計算基準審議会（CASB）が設立され，

1972年にはCASBの基準を非国防契約にも適

用することとされた（櫻井，1980a，pp.11-

12）。このCASBの基準は法的規制力を有する

法的規範であることに特徴がある（櫻井，1980

a，p.3）。CASBは1970年から1980年までに19

の原価計算基準を公表し積極的な活動を行って

きた 。しかし，被規制者である国防契約業者

からの巻き返しにあってしまい（早川，1983b，

p.49），1980年９月にその活動を中止した 。

1-1-5 再構築と新たな展開

1990年代前半までは，公的組織の管理会計に

ついては目立った進展はみられなかった。藤野

（2003，p.127）は，アカウンタビリティの拡

充を求められていた財務会計が先に業績測定に

目を向けることとなったと指摘する。

アメリカにおける公的組織の規模の拡大にと

もなって，まず，財務会計の観点から公的組織

に対する関心が高まった 。1984年には州およ

び地方政府の財務報告基準の設定を担う政府会

計基準審議会（Government Accounting Stan-

dards Board:GASB）が創設された。GASB

は，当初は外部利害関係者への財務報告の充実

を目的としていたが，アカウンタビリティの拡

大にともなって，内部経営管理者の利用も考慮

に入れなければならなくなってきた（隅田，

1998，p.139。GASB，1990，pp.132-135）。

連邦政府は，クリントン政権の包括的な行政

改革プログラムである国家業績レビュー

（National Performance Review:NPR）の

中心的な施策である政府業績評価法（Govern-

ment Performance and Results Act:GPRA）

を1993年に制定した。政府業績評価法では，経

営管理プロセス全体にわたって業績測定システ

ムを構築しようと試みた（藤野，2003，

p.134）。同法は，戦略計画，業績計画および

業績報告から構成されており，政府機関は，5

年間以上を対象とする戦略計画にもとづき，年

次の業績目標を定める業績計画を策定し，その

実績値を業績報告することされている。これま

でのPPBS等において準備期間が短すぎたこ

とに問題があったという認識から，同法では数

年という長い準備期間が設定された（GAO，

1997，p.４）。

また，1990年には首席財務官法（Chief
 

Financial Officers Act:CFO Act）が制定さ

れ，財務管理システムの改革の必要性が提唱さ

れた。そして，1990年に連邦会計基準諮問委員

会（Federal Accounting Standards Advisory
 

Board:FASAB）が設置され，1997年までに

２つの概念意見書と８つの基準意見書が公表さ

れた。このなかで，1995年の「経営原価計算の

概念と基準」（FASAB，1995，pp.61-64）で

は採用が検討される原価計算方法のひとつとし

て活動基準原価計算（ABC）が例示されてい

る。

アメリカの公的組織の管理会計においては，

最近にいたるまで業績測定に関心が向けられて

各基準の内容については，神戸大学管理会計研究会

による『会計』での連載解説（1977a,b,c,1978a,b,

c,d,e,f,g,h,i,j,および 1981a,b,c,d,e）がある。

活動中止前後の動向については早川（1983a,1983

b）が，活動中止後のCASBの動向については吉田

（1988，1989）が，それぞれ整理している。

この状況につき，石井（1989，p.12）は（会計に

とって）「政府が“ビッグ・ビジネス”であるとい

う認識は重要である」と強調している。
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こなかった。これについて藤野（2003，

p.145）は，PPBS以降の影響を受けて，長期

計画設定とマネジメント・コントロールとを結

びつけることに焦点をあててきてしまったため

と指摘する。

しかし，1990年代後半に入ると，財務会計に

限定されない業績測定に関心が向けられるよう

になった（Itter＝Larcker，1998，p.222）。

GAOの調査（2000，pp.８-11）によれば，業

績指標の設定は着実に進んでいる一方で，反対

に，業績情報の利用度は低下している。これに

ついてGAO（2000，pp.16-17）は政治的リー

ダーの関与の低さを指摘する。この業績情報の

設定と利用に関しては，組織としての準備状態

（readiness），内外利害関係集団の関与，およ

び，制度の継続の必要性など，合理的・技術的

要因と政治的・文化的要因というフレームワー

クを提示する研究もなされている（de Lancer
 

Julnes＝Holzer，2000，pp.701-703）。

また，活動基準原価計算（ABC）やバラン

スト・スコアカード（BSC）といった手法も

政府に積極的に導入されるようになった（藤野，

2003，p.147）。一方で，活動基準原価計算

（ABC）を例に，実務を前提とすれば，コス

トの正確性追求は可能でもなく必要もないので，

合理的な正しさがあればいいとする指摘もなさ

れている（Geiger，2000，p.36）。

1-2 アメリカの公的組織における管理会計の

現況

前項ではアメリカの公的組織における管理会

計のこれまでの展開について概観してきた。本

項では，アメリカの公的組織における現在の状

況について概観する。アメリカの現況について

はこれまでも多数の報告が行われている。ここ

では小林（2002）の議論をもとに，アメリカの

公的組織の管理会計についての特徴を述べる。

まず，アメリカの連邦政府における管理会計シ

ステムの基本的な考え方を整理する。そのうえ

で，管理会計においても最近，業績測定への関

心が高まっていることから，政府業績評価法

（GPRA）の基本的な流れを概観する。最後に，

アメリカの公的組織において活動基準原価計算

（ABC）やバランスト・ス コ ア カ ー ド

（BSC）などの管理会計手法の導入がみられ

ることを確認する。

GAOは，1985年に議会に『政府のコスト管

理方式』という報告書を提出した（GAO，

1985）。そこでは，連邦政府の管理会計システ

ムの問題点を詳細に分析し，その解決のために

はいかなるメカニズムが必要かについて，きわ

めて重要な提言を行っている（小林，2002，

p.20）。GAO（1985，pp.11-14）はまず，連邦

政府の会計システムを構成する４つの局面，す

なわち①計画・プログラム設定，②予算編成・

提示，③予算執行・会計処理，④監査・評価を

識別し，これらが相互に連携して効果的な管理

会計システムを構築すべきことを明らかにして

いる。しかし，現実にはさまざまなギャップが

あり，統合された管理会計システムとして機能

していないと指摘する。これを図示すれば，図

表１のとおりである。図表１からわかるように，

全体を網羅しつつ体系的に考えられていること

が注目される。

1993年 に制定された政府業績 評 価 法

（GPRA）の基本的な構造は前項のとおりであ

るが，GAO（1996，p.８）によれば，その具

体的な実施手続は以下の３つのステップに分け

られる。すなわち，①明確なミッションと望ま

しい成果の定義づけ，②進捗を評価する業績測

定，③意思決定の基盤としての業績情報の活用

である。さらに，政府業績評価法の執行を強化

する観点から実践上の課題も示されている

（GAO，1996，pp.39-44）。これを図示すれば，

図表２のとおりである。図表２からわかるよう

に，業績の可視性を前提として業績を中心に据

えていることが注目される。

アメリカの企業における管理会計は「再び，

技法開発の時代に入った」（廣本，1993，

p.438）といわれている。公的組織においても，

具体的な管理会計手法を活用することが進んで

いる。アメリカの公的機関に関しては，わが国
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図表１ アメリカ連邦政府のマネジメント・プロセスとシステムの現況

（GAO，1985，p.12より著者翻訳）

図表２ 政府業績評価法（GPRA）の実施手続

（GAO，1996，p.10より著者翻訳）

― ―42 公的組織における管理会計の展開と現況



でもこれまでもにさまざまな管理会計手法の導

入が報告されている。これを活動基準原価計算

（ABC）とバランスト・ス コ ア カ ー ド

（BSC）でみれば，たとえば以下の機関の名

前があがっているおり，多くの公的組織での導

入が進んでいることが注目される。

●活動基準原価計算（ABC）

中小企業庁（U. S. Small Business Agency:

SBA) ，国立衛生研究所（National Institute
 

of Health:NIH) ，アメリカ海兵隊 ，移民

局（U. S. Citizenship and Immigration Ser-

vice) ，テキサス州 ，インディアナポリス

市 ，内国歳入庁（Internal Revenue Service:

IRS) など。

●バランスト・スコアカード（BSC）

土地管理局（Bureau of Land Management:

BLM) ，退役軍人省VBA（Veterans Bene-

fits Administration：VBA,in Department of
 

Veterans Affairs:DVA) ，アメリカ陸軍マ

クファーソン基地（Fort McPherson,in U.S.

Army Garrison) ，シャーロット市 ，オレゴ

ン州交通局 など。

1-3 若干の考察

以上，アメリカの公的組織における管理会計

のこれまでの展開と現況について概観してきた。

本項では，これまでの概観から若干の考察を行

いたい。

まず，アメリカの企業における管理会計と公

的組織のそれとの類似点を，いくつか指摘でき

るように思われる。前章でみたように，そもそ

も，企業の予算管理と公的組織の予算管理とは，

同時期に思想的な類似性をもって生成してきた。

その後も，1940年代以降の，計画とコントロー

ルという経営管理プロセスの重要性の認識や，

PPBSの２大起源のひとつがGM であったこ

と，企業管理会計の戦略的計画，マネジメン

ト・コントロールおよびオペレーショナル・コ

ントロールを提唱したアンソニーがPPBSで

も活躍し，また，公的組織ではPPBS以降も

長期計画設定とマネジメント・コントロールと

を結びつけることに焦点があてられていたこと，

さらにいえば，1970年代以降も，さまざまな経

営管理手法もしくは管理会計手法の公的組織へ

の導入がそれほどの時間差もなく試みられてい

ることなど，さまざまな例をあげることができ

るように思われる。

アメリカにおける管理会計はそもそも，コン

トローラー制度を実践基盤として成立したとさ

れる（廣本，1993）が，公的組織においても，

財務的なコントロールが現場におよびうること

や，工夫さえすれば現場は可視性をもって財務

報告において表現しうること が暗黙の前提と

なっているように思われる 。しかも，財務監

理官がComptrollerと呼ばれており，機能と

してもControllerと似ているのではないかと

思われてならない 。

その一方で，企業における管理会計とは異な

る側面もある。たとえば，公的組織における管

櫻井（2004，p.419）

同前，p.422。

同前，p.424。

新日本監査法人（2008，p.67）

同前，p.64。

同前，p.41。

ABCは導入を中止したが，ドイツ流のプロセス原

価計算に類似した原価計算システムを試行している

可能性もあるのではないかと思われる（櫻井，2004，

p.415）。

活動基準原価計算（ABC）も同時実施（櫻井，

2008，p.452）。

活動基準原価計算（ABC）も同時実施（櫻井，

2008，p.457）。

活動基準原価計算（ABC）も同時実施（櫻井，

2008，p.460）。

活動基準原価計算（ABC）も同時実施（櫻井，

2008，p.465）。

新日本監査法人（2008，p.67）

現場の不可視性を前提とするといわれる，いわゆる

日本的管理会計とは異なる思想であるように思われ

る。

これらの論点についてはさらなる考察が求められる

と考えるが，アメリカの公的組織における管理会計

を考える場合，実務家としての著者がもっとも腹に

ストンと落ちないのがこれらの論点である。
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理会計では，アカウンタビリティが非常に強調

され，マネジメント・コントロールとともに２

大目的のひとつとされている。また，業績測定

については，PPBS以降の長期計画設定とマ

ネジメント・コントロールへの拘泥から，企業

における管理会計に比べればその取り組みが遅

れた。その一方で，新しいシステムの導入プロ

セスについては，企業に比べ，非常に早い時期

に問題意識がもたれている。

第２節 英独仏の公的組織における管理会計の

現況

本節では，アメリカを除く諸外国の公的組織

における管理会計の現況について概観する 。

ここでは，イギリス，ドイツおよびフランスに

ついて新日本監査法人（2008）などを参考にし

つつ概観し，それぞれに若干の考察ないしは感

想を述べる。結論から先にいえば，これら３カ

国はそれぞれに異なった状況にあることが注目

される。

2-1 イギリスの公的組織における管理会計の

現況

イギリスには，政府の支出を計画・管理・報

告する仕組みとしての資源会計・予算が存在す

る。資源会計・予算の特徴は，①歳出レビュー

において３年間という一定の期間における政策

と目標が定められ，そのための執行可能な予算

枠が設定されること，②３年間の予算枠とその

もとでの単年度予算は政策・目標ごとに定めら

れること，③予算，決算ともに発生主義により

作成されること，および，④年次の資源会計報

告書に，目標ごとの成果とコストが明記される

ことである（新日本監査法人，2008，p.83）。

予算体系も精緻に定められ，また，公共サービ

ス合意（Public Service Agreement）などの

取り決めを伴う歳出レビューも行われている

（新日本監査法人，2008，pp.84-91）。会計方

式も，イギリスでは，アメリカのような修正発

生主義ではなく，完全発生主義がとられている。

イギリスのNPM（New Public Manage-

ment）は，ニュージーランドと並んで，北欧

型とは別の，ひとつのモデルとされている（大

住，1999，p.59-60）。そして，資源会計・予

算はその骨格を占めている。

PPBSに関して，アメリカは予算編成手続

き等と結合する制度先導方式，わが国は具体的

な個別の政策についての費用便益分析等を先行

させるにとどめた分析先導方式といわれるのに

対し，イギリスはプログラム体系の設計に努力

した構造先導方式をとったといわれる（西尾，

1990，pp.289-290）。また，原価計算について

も，アメリカの原価低減のための原価計算，ド

イツの価格政策のための原価計算に対し，イギ

リスの原価計算は，原価の正確な計算のための

原価計算という特徴を有するといわれている。

上記の資源会計・予算などをみると，構造先導

方式といわれた過去のPPBSへの取り組みや，

企業における原価計算と同様に，精緻な体系と

いう意味での類似性がみうけられるように感じ

られる。

イギリスの公的組織における管理会計におい

ては，VFM（Value For Money) についての

監査（VFM 監査）が大きな位置づけを占める

（新日本監査法人，2008，p.91ほか）。この

VFM 監査については，会計検査院等による監

視のためのテクノロジーを超えて，管理者であ

る行政官庁自身の改革の規範的基礎として機能

し て い る と の 指 摘 が な さ れ て い る

（McSweeney，1988，pp.38-43) 。監査とい

この論点についてもさらなる考察が求められよう。

柴田匡平教授（信州大学経営大学院）は，“comp-

troller”は仏語“compte”(＝account）からの派

生語で，アカウンタビリティと同じ語根を有し，ア

カウンタブルであることを含意する。これに対し”

control”にはアカウンタブルの意味はないが，アメ

リカでは両者の区別が曖昧になっていると筆者に対

し指摘する。

本来であれば，イギリス，ドイツおよびフランスに

おけるこれまでの展開について概観したうえで，現

況についても詳細に検討することが望ましい。今後

の課題と認識している。

新日本監査法人（2008）は「支出に見合った価値」

と訳している。
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う機能のイギリス社会における意味合いもあわ

せて考慮することが適当ではないかと感じられ

る 。

2-2 ドイツの公的組織における管理会計の現

況

ドイツにおいては，費用と業績の計算

（Kosten-und Leistungsrechnung :KLR），コ

ントローリングおよびベンチマーキングの３つ

の管理会計手法を中心的な管理ツールとした行

政現代化と呼ばれる行政管理改革に取り組んで

いる（新日本監査法人，2008，p.131）。この

うち，費用と業績の計算は，原価計算の応用手

法として導入されている（新日本監査法人，

2008，p.131）。そこでは，人件費の計算のた

めに労働時間についての職員からの記述の信頼

性がデータの信頼性に直結しているとの指摘が

ある（新日本監査法人，2008，p.156）。この

ことから，費用と業績の計算（KLR）は，ド

イツ流の活動基準原価計算（ABC）であるプ

ロセス基準原価計算に相当するものと思われる。

ドイツの企業における管理会計は基本的に，経

営経済学の一分野である原価計算論として論じ

られていることを踏まえれば，行政管理改革の

主要ツールが原価計算の応用手法として導入さ

れていることに類似性が感じられる。

コントローリングについては，経営学におけ

る概念が行政の分野で使われるようになったと

される（新日本監査法人，2008，p.136-137）。

企業におけるコントローリングは，そもそも

1950年代後半に，実務家がアメリカに視察に行

ってコントローラー制度を紹介したことに始ま

り，1970年代になると大企業の90％にのぼる企

業がコントローラー制度を導入するにいたった

と指摘され，また，このコントローリングの観

点から原価計算をみるグループが，アメリカか

ら導入され，ドイツ流に構築されたプロセス原

価計算等の熱心な支持者でもあると指摘されて

いる（尾畑，1996，p.20）。このような点から

すると，ドイツの公的組織の管理会計は，アメ

リカの管理会計の強い影響もまた受けていると

感じられる。

2-3 フランスの公的組織における管理会計の

現況

フランスの公的組織における管理会計は，責

任センターのもとにあるプログラム型業績予算，

タブロー・ドゥ・ボール（Tableau de bord），

および，コスト分析会計が代表例とされている

（新日本監査法人，2008，p.166）。ミッショ

ン―プログラム―アクションのもと，プログラ

ム責任者を責任センターにして，業績目標や業

績指標などによって特徴づけられるプログラム

に一括して予算配分する。そして，プログラム

の成果を示す指標を一覧化したものをタブロ

ー・ドゥ・ボールと称している（新日本監査法

人，2008，p.166-169）。そして，すべてのプ

ログラムやアクションにコスト分析会計が行わ

れる（新日本監査法人，2008，p.172）。なお，

マネジメントでは対話も重視される（新日本監

査法人，2008，p.176-177）。

フランスの管理会計の２大ルーツのひとつと

されるタブロー・ドゥ・ボールが，公的組織の

管理会計においても位置づけられている。また，

フランスの企業においては分析会計が1980年代

に入り，管理会計としてようやく議論の対象に

なってきた。公的組織のコスト分析会計につい

ても，導入はされているものの，コスト情報が

いまだ十分に整備されているわけではないとの

指摘がなされている（新日本監査法人，2008，

p.213）。

第３節 わが国の公的組織における管理会計的

展開

ここで，わが国の公的組織における管理会計

的な取り組みについて，その状況を概観する。

少なくともアメリカの公的組織においては，管

理会計もひとつの分野として成立している。し

McSweeney （1988）は，地方行政官庁に対する

VFM 監査について述べている。

監査の社会的機能についても今後の検討課題である

と認識している。
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かし，わが国では，公的組織の管理会計という

分野はいまだ一般的な認識にはなっていないよ

うに思われる。それゆえにか，アメリカでは管

理会計と認識されるような取り組みであっても，

わが国ではそのような認識ではとらえられてい

ない。したがって，本節では「管理会計的展

開」として論を進める。また，本節では基本的

に国を対象にとりあげ，一部で地方公共団体に

言及する。

まず，わが国でも米国とほぼ同じ時期に試み

られたPPBSについて概観する。つぎに，現

在の状況について概観する。そこでは，現在公

共事業を中心に試みられている費用便益分析

（いわゆるB/C分析），そして，財政投融資に

おいて行われている政策コスト分析，さらに，

予算制度改革，政策評価制度について概観し，

最後に，地方公共団体を中心に展開してきた

NPM について概観することとしたい 。

そして，わが国の場合，政策中心的な思考と

いう特徴があり，企業の管理会計においてみら

れる，いわゆる日本的管理会計―世界各国に影

響を与えているものでもある―との関連性がほ

とんどみられないことに，ほかの国にはない特

徴があることを述べる。

3-1 1960年代から1970年代にかけての PPBS

への取り組み

まず，わが国では歴史的なテーマとなった観

のあるPPBSについて概観する。わが国では，

1968年度予算編成の過程において，財政の硬直

化が注目を浴びるなかで，財政体質改善の観点

から昔ながらの予算編成を改めるために真剣に

検討されるようになった（熊谷ほか，1971，

p.145）。1968年２月には大蔵省主計局の担当

官を米国に派遣するなど，PPBS研究が本格

化し，経済企画庁においてもシステム分析調査

室が設置された（熊谷ほか，1971，p.145）。

1969年度には，防衛庁，建設省および大蔵省に

同様の機構が置かれ，1970年度には労働省およ

び農林省に拡大され，また，大学等への委託研

究も本格的に行われた（熊谷ほか，1971，

pp.146-147）。

しかし，その後，1970年12月には大蔵大臣の

諮問機関である財政制度審議会の中間答申によ

り，事実上PPBSの導入が断念された。福島

（1980）は当時の模様について，以下のとおり

記している。長くなるが，当時の雰囲気をよく

捉えていると思うので，順序を再構成して引用

する（カギカッコ内は筆者補足）。

……わが国の財政当局が，PPBSの利用に

強い関心を示し，その導入準備を熱心に進め

たのは，外部圧力に対抗する手段を手に入れ

ると同時に，とりわけ財政硬直化の傾向を何

とか解消したいという深刻な要請によるもの

だったようである。しかもそれは，当時，財

政硬直化是正キャンペーンを強力に押し進め

ていた村上主計局長（のちの次官）のリーダ

ーシップに負うところがおおきかったのでは

ないだろうか。

ところが，同次官の退官，アメリカ連邦省

庁におけるPPBSの不首尾，それに各省庁

の気乗り薄な傾向などが相まって，わが国政

府部門におけるPPBS熱は急速にしぼんで

いった。折から1970年（昭和45年）12月に，

大蔵大臣の諮問機関である財政制度審議会が

「PPBSは予算編成を合理化する有効な方

法だが，わが国には導入の条件が十分整って

いないので，さし当りは条件の整備を急ぐべ

きだ」という中間答申を出した。私［福島］

も当時，同審議会の委員としてこの答申の趣

旨に賛成した１人だが，それは同時に，「導

入強行は賢明ではない」という判断に傾いて

いた大蔵省関係者の意向とも合致するもので

あった。（福島，1980，p.291）

……［同］審議会が指摘した「十分整ってい

ない条件」の主要なものには，①分析スタッ

マネジメント・サイクル（PDCAサイクル）を含

みうるものであって，財務会計に属するものを除く

という意味で一応の選定をしているが，外延が明確

ではないとの批判はあると考えている。
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フの不足，②アウトプットデータの欠如，③

経営風土の違いなどがあった。それに，主計

官側は，数字やコンピュータが威力をふるう

ようになり，大蔵省の権威が高まっても自分

たちの裁量の余地はなくなるのではないかと

恐れ，各省庁の関係者は逆に大蔵省の予備審

査に手を貸し，結果的には自分の首をしめる

ことにならないかと疑うなど，それぞれの側

に反対の思惑もふくらんでいった。（福島，

1980，p.291）

…その後，同［大蔵］省担当官の中には，

「分析能力とコンピュータ利用度が高く研究

も進んでいる防衛庁，それに建設省あたりが

パイロット機関として試験的に導入してはど

うか」と考えた向きもあったが，この構想も

結局実現しなかった。…（福島，1980，

p.291）

……防衛庁は1970年（昭和45年）に……

「……77年度からPPBSを導入することを

目途として準備する」ことを決め［たが，］

……結局……その準備も具体化されていない。

それはなぜか。

考えられる第１はリーダーシップの問題，

第２は高度成長のおかげで防衛費もパイの分

け前にあずかりえたという事情…などから，

……文官の中間管理者全般の支持が得られな

かったこと，第３は，防衛庁だけが実験台に

され，予算を削られるのは御免だという担当

者の思惑，第４は…核戦力の分野でこそ有用

だが，自衛隊のような通常戦力には効き目が

薄いという一部専門家の意見，そして第５は

「この種のことは生理的にきらいだ」という

人たちの反対などであったろう。（福島，

1980，p.291-292）

以上が，わが国のPPBSの概要である 。こ

こで注目すべきと考える論点は，PPBS導入

のインセンティブ，すなわち，PPBSは誰の

ためのものであるかについて，当時，問題とし

て認識されていたことである。

すなわち，PPBSは，予算当局の財政効率

化の手段であるのか，あるいは各省庁のマネジ

メントを近代化し強化するためのものか，であ

る（熊谷ほか，1971，p.150）。金子（熊谷ほ

か，1971，p.151）は，各省庁が自ら与えられ

る予算枠のなかで最も効率的な配分を実現しよ

うとしないかぎり，PPBSは各省庁に浸透し

ないと指摘する。全体の財源が増加するなかで，

自らの予算枠の増大を確保しようとする認識が

各省庁で一般的であるかぎり，各省庁に

PPBSは浸透しないとするのである。ほぼ同

じ論点であるが，PPBSのめざす目的を達成

するためには，財政当局の分析部局を大幅に強

化拡充し，財政当局が強力なリーダーシップを

とるか，あるいは，各省庁に対し何らかの形で

査定権を移譲したうえで，PPBSを各省庁中

心にするのか，２つにひとつとの指摘もなされ

ていた（越智ほか，1971，p.130-131) 。

しかし，アメリカと異なり，わが国では，そ

の後の良好な経済状況などからPPBSが各省

庁のその後の自主的な取り組みにつながること

はなかった。また，PPBSが公的組織におけ

る管理会計の確立につながることもなかった。

小宮隆太郎はPPBS当時の議論等について，以下

のように述べている（熊谷ほか，1971，p.93）。

……率直に申し上げて恐縮だが，……「アメリカの

PPBSはこうなっている」とか，「アメリカの学者

がこう述べている」とかという話が大部分だ。いっ

たい日本の政治予算のシステムの問題点を考えると

きに，アメリカのPPBSを研究し，アメリカの学

者が書いたものを翻訳して，アメリカの政治的背景

がどうのこうのということを議論するのも，全くム

ダとはいえないが，もっぱらそういうことばかり議

論するのは，もうそろそろやめにしてはどうか。現

在の日本の予算制度の問題点はどこか，また改善の

余地があるのはどういう点かということを直接調

査・研究した方がいいのではないか。

西尾（1990，p.291）は，PPBSは当初，査定側の

有用性に力点があったものの，その後のプログラム

評価の段階では次第に各省庁の有用性に力点が移っ

ていったと指摘する。
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3-2 最近の管理会計的展開

本項では，公的組織における管理会計に関連

すると思われる最近の取り組みの状況について

概観する。そこでは，現在公共事業を中心に試

みられている費用便益分析（いわゆるB/C分

析），そして，財政投融資において行われてい

る政策コスト分析，さらに，予算制度改革，政

策評価制度について概観し，最後に，地方公共

団体を中心に展開してきたNPM について，

順次みていくこととしたい。

3-2-1 公共事業等における費用便益分析（い

わゆる B/C分析）等

わが国の公共事業等において一般的となって

きた費用対効果分析（費用便益分析) は，ア

メリカに由来する。ここではまず，アメリカの

費用便益分析についての補足から始める。アメ

リカにおける費用便益分析は，管理会計とは別

の歴史がある。政府部門における費用便益分析

の適用は，1902年の河川港湾法（The River
 

and Harbor Act）に始まり，1930年代および

40年代には水資源開発において大きな発展をみ

せ，1950年の連邦流域委員会（the Flood Con-

trol Interagency River Basin Committee）の

報告書により一般原則の指針として確立した

（宮川，1969，p.47-48）。これらの費用便益

分析は厚生経済学的基礎との関連で発展してき

た系譜であるのに対し，兵器開発，国防経済を

通じて発展してきたシステムズ・アナリシスの

分析用具として発展してきた費用有効度分析の

系譜もある（宮川，1969，p.401）。1960年代

以降，米国連邦政府の政策立案・策定への費用

便益分析の影響は非常に大きくなった。これら

の分析がPPBSの一部となっていった。OMB

が費用便益分析を要求することを通じて，費用

便益分析は基本的な評価ツールとなっていった

（Nas，1996，p.4.訳書 p.７）。

これに対し，わが国における費用便益分析の

歴史は浅い。筆者が確認できるのは ，1996年

12月に建設省が道路整備に関してマニュアルを

定め，1997年度新規箇所採択にあたりすべての

箇所について費用便益分析を行って以降である。

当時は，公共事業一般に対して批判が高まり，

道路行政の推進のためには道路事業に対する国

民の理解を得ることが不可欠となってきたこと

から，建設省においては，事業実施過程の透明

化として費用便益分析を行い投資効果を示した

（建設省道路局企画課道路経済調査室，1997，

p.39）。これ以降，下水道事業等，順次対象が

拡大されてきている。欧州諸国では公共事業に

関し，貨幣換算できる便益だけではなく，総合

評価方式で行われていること（たとえば，宮坂，

1999）を受けて，最近では総合評価の必要性を

指摘する意見も強い（たとえば，加藤，2004，

p.31）。

また，公共事業においては，このような費用

便益分析以外にも，コスト構造改革に向けた取

り組みもなされている。これは，公共事業担当

省庁では，1997年度からの３年間で工事コスト

を10％削減する公共工事縮減対策が行われ，

2000年度以降も引き続き行われた。さらに，

2003年度９月からは公共事業全体を対象とする

公共事業コスト構造改革として，2007年度まで

の5年間で15％のコスト削減への努力が行われ

ている

公共事業のコスト構造改革がさらに進めば，

たとえば，1960年前後に一般化した施工請負方

式の見直しなども視野に入ることとなり，むし

ろ調達構造改革とでもいうべきテーマになると

の指摘がある（大石，2003，p.13）。その場合

には，事業プロセスの上流段階でいかに工事費

を削減できるかという検討の必要性や，また，

一般的用語としては費用対効果分析（Benefit/Cost

分析，略称「BバイC」）といわれるが，経済学的

には費用便益分析が一般的である。煩瑣を避ける観

点から，ここでは，費用便益分析，もしくは，いわ

ゆるB/C分析という。

建設省は，PPBSの導入検討当時，積極的に検討し

ていた省庁のひとつであり，また，1990年代には，

いわゆるB/C分析を最も早く立ち上げた省でもあ

る。PPBSの頓挫以降も，このような費用便益分析

とは何らかの関係が維持されたと考えるのが自然で

あると思われる。したがって，筆者が確認できるの

はという限定を付した。
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目標→計画→モニタリング→修正→経験蓄積→

次の事業へという事業マネジメントの基本を発

注者の体制に組み入れる必要性なども指摘され

ている（小澤，2004，p.４，p.６）。

公共事業の改革には，費用便益分析のマネジ

メント・プロセスへの活用，並びに，原価企画

につながる源流管理の活用，および，事業自体

のマネジメント改革など，管理会計の発想を入

れ込むことができる余地も大きいと思われる。

しかし，これまでのところ，このような観点か

らの議論はあまりなされていないと思われる。

3-2-2 財政投融資における政策コスト分析

財政投融資の対象事業は受益と負担の関係が

明確であるため，受益者負担による償還が基本

であるが，その負担軽減の観点から国（一般会

計等）から対象事業（財投機関）に対して補助

金等や出資金等が投入される場合がある。そこ

で，将来の補助金等の投入額や既出資金等のメ

リットを試算して，政策コストとして公表し，

財政投融資の透明性の向上を図っている。

このような財政投融資の政策コスト分析のも

ともとの発想はアメリカにある。アメリカでは，

1990年に首席財務官法（CFO Act）と並び重

要な改正法である1990年包括財政調整法

（Omnibus Budget Reconciliation Act of

1990）が定められた。その一部に連邦信用改革

法（Federal Credit Reform Act）が含まれて

おり，そこでは，将来コストを推計するサブシ

ディ・コスト（subsidy cost）が中心的な概念

として規定された。これは直接融資や債務保証

が行われる全期間のキャッシュ・フローの現在

価値を連邦のコストと定義し，連邦信用計画の

初年度に把握することとされた（高橋，2007，

p.58）。

このような動きはわが国の財投改革にも影響

を与え（高橋，2007），2000年のいわゆる財投

改革法の成立に先立ち，1999年より政策コスト

分析として実施されている 。そこでは，一定

の前提条件（金利，事業規模，利用見込み等）

を設定して，各財投機関が財政投融資を活用し

ている事業について将来にわたるキャッシュ・

フロー等を推計し，それに基づいて国民が負担

する費用（政策コスト）の総額，すなわち，①

国から将来にわたって投入される補給金等と，

②これまで投入された出資金等による利払軽減

効果（機会費用）などの総額（割引現在価値）

を試算している。また，この政策コスト分析に

は，2001年度からは金利感応度分析，2005年度

からは先でみたいわゆるB/C分析の結果との

併記 が追加され，徐々に拡充されている。

3-2-3 国の予算制度改革

わが国の予算制度においても，管理会計的な

展開はみられる。マネジメント・サイクルであ

るPDCAサイクルを実現するための具体的な

取り組みとして，

１．予算執行調査，すなわち，財務省主計局に

よる効率・効果の観点からの調査が2002年度

より開始された。

２．政策評価が2002年度より開始された。

３．政策群，すなわち，各省庁横断的な予算の

重複排除や連携による政策推進のための取り

組みが2004年度より開始された。

４．成果重視事業，すなわち，定量的な達成目

標等を明確に設定し，政策評価との連携を強

化させた取り組み（2004年度からのモデル事

業を改組したもの）が開始された。

５．予算書の表示科目の単位を見直し，政策評

価の単位を対応させることも2008年度から開

始された。

また，財務会計に関しては，公会計について

も，発生主義などの企業会計的手法を活用しつ

つ，見直しが進められている。2000年には「国

の貸借対照表（試案）」が作成されたのをはじ

めとして，特別会計，特殊法人，独立行政法人

について見直し，そのうえで省庁別財務書類を

作成し，2005年には「国の財務書類」を作成し

た。これは，貸借対照表，業務費用計算書，資

産・負債差額増減計算書および区分別収支計算

1999年度と2000年度は試算。

2006年度からはさらに内容が拡充された。
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書により構成されている。

3-2-4 国の政策評価制度

国の行う政策評価は，2002年施行のいわゆる

政策評価法（行政機関が行う政策の評価に関す

る法律）にもとづき実施されている。政策評価

は，政策の必要性，有効性および効率性といっ

た観点から政策の効果を把握・分析し，評価を

行うことにより，次の企画立案や実施に役立て

るもので，政策のマネジメント・サイクル

（Plan-Do-Action-Checkのサイクル）の働

きとして考えることができる（総務省HP）。

政策評価と国の予算との連携，および，政策評

価と公共事業における費用便益分析との連携は，

ともに強まりつつある。

山谷（2002，pp.５-６）によれば，わが国

の政策評価には２つの起源がある。ひとつは，

三重県庁をはじめとする地方公共団体のマネジ

メント改革の流れであり，これは業績測定と事

務事業評価 に重点があり，これがアメリカの

政府業績評価法（GPRA）類似の業績評価手法

の導入やイギリスをひとつの起源とするNPM

型改革思想の積極的受容につながっていくとす

る。もうひとつの流れは，中央省庁の政策評価

であり，事務事業評価よりも政策そのものの合

理性に関心をもっており，政策官庁としての政

策能力，政策それ自体の品質改善が重視されて

いる。そして，この２つの流れの背景には，中

央省庁は政策，地方自治体はその枠のなかでの

事業担当という依存的な関係が大きく影響して

いるとする。

さらに，山谷（2002，pp.９-12）は，いく

つかの重要な指摘を行っている。まず，政策評

価の目的として，アカウンタビリティの追求，

マネジメントの改善および関連分野への知的貢

献の３つがありうるが，わが国の政策評価は内

部評価を中心としたマネジメントの改善を志向

しており，付加的にアカウンタビリティの観点

から客観性を求めているにすぎないと指摘する。

また，予算との連動への志向も強くみられると

する。しかし，「ミクロの問題，節約と能率を

現場主義でどうやるのかという行政管理の問

題」は「政策評価とは次元の違う話である」と

し，政策評価を予算編成時の重点化の参考資料

などに使うことが「現実的であろう」と指摘し

ている。

3-2-5 NPM等

ここでは，わが国では地方公共団体を中心に

展開してきたNPM について概観する 。大住

（2005b，p.19）によれば，NPM は1980年代

半ば以降，イギリス・ニュージーランドなどの

アングロ・サクソン系諸国を中心に行政実務の

現場を通じて形成されてきた革新的な行政運営

理論である。その核心は，民間企業における経

営理念・手法，さらには成功事例などを可能な

かぎり行政現場に導入することを通じて行政部

門の効率化・活性化を図ることにある。しかし，

NPM 自体が行政実務の実態をもとにしている

ため，国や地域の特徴を反映したものとなるこ

とが多く，NPM の定義自体かなりの幅がある。

そして，1980年代から1990年代初頭にかけての

英国・ニュージーランドの改革を古典的NPM

とすれば，その特徴は執行部門の標準化にある。

そこでは，執行部門の生産性を向上させるため

に，広義の民営化や市場化テストなど市場メカ

ニズムの活用が進められた。その後，幾多の実

践を経て，トップ・マネジメントの重要性が認

識される一方，市場メカニズム活用の前提とな

る公共サービスの標準化の困難性が認識される

ようになった。その結果，現在では，参加・協

働型NPM とでもいうべきものとなりつつあ

ると指摘する。

さらに，大住（2005b，p.32.2005a）は，３

つの視点の重要性を指摘する。まず，トップ・

マネジメントにかかわるビジョン・ミッション

一般に，政策体系は，政策―施策―事務事業という

３層構造で考えられている（総務省行政評価局，

2008，p.49）。

NPM については論者により概念がかなり異なっ

ている。ここでは大住をもとに整理している。
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の再定義であり，そこにはSWOT分析などの

戦略計画手法が活用できる。つぎに，執行のマ

ネジメントにかかわる執行部門の生産性の向上

で，活動基準原価計算（ABC）や活動基準管

理（ABM）などによるビジネス・プロセス・

リエンジニアリング（BPR）が活用できる。

そして，この両者をビジョンの共有のためのツ

ールとしてバランスト・スコアカード

（BSC）などが位置づけられると指摘する 。

国においても，NPM の考え方を受けて，

PFI（Private Finance Initiative）が1999年度

から実施されている。また，官民競争入札制度

（いわゆる市場化テスト）が2005年度の試行的

導入を経て，2006年度から実施されている。

また，行政の事業を抽象論ではなく，現場の

視点で洗いなおすことによって，個々の事業の

無駄にとどまらず，国と地方の関係など行財政

全体の改革に結びつけていく事業仕分けも行わ

れている。従来は地方公共団体中心であったが，

最近，国についても事業仕分けが開始された

（構想日本，2008）。

3-3 若干の考察

以上が，わが国の公的組織における管理会計

的展開，いい換えれば，PDCAサイクルと関

連する展開の概要である。そこでは，予算制度

改革や政策評価にみられるように，政策を中心

に考える思考，いわば政策中心思考が根強いと

思われる。政策と分析との関係は難しい。西尾

（1990，p.292）は「分析評価とその成果の正

しい活用方法とは，一方で，必要以上に労多く

精度の高い分析評価を要求せず，他方で，その

成果をその精度にみあう程度以上の用途に使わ

ないこと，これにつきるであろう」と述べてい

る。分析評価の程度に応じた活用ということで

ある。過去のPPBS挫折の経験を有する分野

であるので，ステップ・バイ・ステップで議論

がなされていくと思われる。

他方，わが国の公的組織における管理会計的

展開においては，執行部門への関心が比 的低

いと思われる。山谷（2002）の指摘にも通じる

が，中央省庁が政策の企画立案を担い，地方公

共団体が政策の執行を担うという暗黙の仮定が

あると思われる。執行に関連するものとして，

公共事業での費用便益分析も行われているが，

これも計画段階に重点をおいており，執行段階

への関心はそれほど高くはない 。

わが国の公的組織における管理会計には，こ

のようなバイアスがある。このため，過去の

PPBS挫折の経験から慎重に考えられてはい

るが，政策プログラムといったような政策を中

心とした体系化への志向をともなうものとなり

やすいと思われる。それゆえ，前章でみたよう

な現場の不可視性などを前提とするいわゆる日

本的管理会計などが活用される余地はきわめて

小さいものとなっている。

諸外国の公的組織における管理会計をみるに，

各国なりに企業における管理会計の影響を受け

て，それぞれに独特の展開をみせている。しか

るに，わが国の場合には，わが国なりに発展し

てきた企業における管理会計の影響があまりみ

うけられない。ここに，現段階でのわが国の公

的組織の管理会計的展開のひとつの特徴がある

と考えられる。

国・地方の関係が今後再検討されていくなか

で，中央省庁が政策の企画立案を担い，地方公

共団体が政策の執行を担うという暗黙の仮定は，

将来，徐々に変化を求められることとなろう。

仮にそうであるならば，執行部門・執行段階に

ついて，バランスよく視野に入れていくこと，

および，そこでの管理会計はわが国企業での管

理会計を反映したものとなるのが自然であると

いう発想のもと，執行部門・執行段階の管理会

計を考えていくことは，今後のひとつのポイン

わが国でも三鷹市のように，NPM がいわれ始める

以前から「行政の役割分担」や「協働」などの取り

組みが行われていた地方公共団体も存在する（大住，

2005，p.45）。

たとえば，個々の公共事業のプロセス改善を通じた

生産性の向上を論じたもの（たとえば，岸良，

2007。）などは例外的な存在であると思われる。
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トとなるのではないかと思われる。

第４節 わが国の公的組織における管理会計の

今後の展開についての考察

ここでは，わが国の公的組織における管理会

計の今後の展開について，若干の考察を行う。

まず，わが国の公的組織において，管理会計を

体系として導入・展開を図っていく方向につい

て，その可能性を検討する。そして，漸次的・

パッチワーク的な導入・展開を図っていく方向

が現実的と考えられることを述べる。そして，

その場合の検討課題等を整理する。

4-1 体系としての管理会計の導入・展開の可

能性

わが国の公的組織においては，上でみたよう

に政策中心思考がみられ，それゆえに，政策自

体を大分類から細目分類まで精緻化し，体系化

しようとする方向性が働きやすい。しかも，こ

のような精緻化・体系化は，管理会計の観点か

らみても非常に整合的に仕組みやすいし，何は

ともあれ，美しい。

ここに，わが国の公的組織において，管理会

計を体系的に導入・展開しようとする志向が生

じると思われる。たとえば，小林（2006，

pp.36-37）は以下のような議論を展開する。

そのポイントを引用する（カッコ内は筆者補

足）。

……（わが国財政の）厳しい現実を基礎として

……（2006年６月の財政制度等審議会『平成18

年度予算編成の基本的考え方について』）には

次の三つの重要な要素が含まれている…

①政策・施策間，経費間の優先順位づけ

②予算編成，執行，評価・検証，フィードバ

ックというマネジメント・サイクルにおけ

るチェック・アクションの強化

③予算執行の効率化・適正化に資する財務情

報提供のための公会計の充実

これらはまさに，管理会計の機能，すなわ

ち，ミッションに基づいた政府の適切な計画

とコントロールの機能を指摘するものである。

……管理会計が財政改革に重要な役割を果た

すコア・コンセプトであることを改めて確認

する必要がある。

そして，小林（2006，pp.38-44）は，アメ

リカにおける結果指向の政府マネジメントの進

展とキーコンセプトとして，アメリカ連邦政府

における管理会計アプローチによる政府会計シ

ステムの確立と，政府マネジメントにおける予

算と業績評価の統合の重要性などを紹介する。

さらに，イギリスの資源会計・予算おける管理

会計の機能として，結果指向の政府マネジメン

ト改革と資源マネジメントのフレームワークを

紹介する（小林，2006，pp.44-47）。そして，

小林（2006，pp.48-50）は以下のように続け

る（カッコ内は筆者補足）。

……わが国の財政改革の現状を鑑みれば，管

理会計が果たす機能がこの上なく大きいこと

は明らかである。すなわち，単年度の現金主

義に限定付けられたマインドセットからまず

脱却し，中長期計画と年度の予算管理を連携

するマネジメント・システム，計画，予算に

フィードバックする有用な業績評価情報を作

成し，活用する，計画，コントロールのフィ

ードバックループを実現するシステム構築が

緊要であり，このためには単なるマネジメン

ト・ツールではなく，管理会計のコンセプト

そのものに基づくシステム設計と効果的な運

用がきわめて重要だ……

……ここで次の三つの提言を行い，わが国に

おける政府マネジメント・システム構築への

手がかりとしたい。すなわち，第一は，予算

編成プロセスに，長期的な財務計画及び戦略

計画の要素を組み込むこと，第二に，長期計

画に係る資本予算と経常予算を区分して管理

する仕組みを構築すること，第三に，政府全

体のミッション及び目的と行政サービスを提

供する部門の目標・目的をリンクさせる業績

測定指標の体系を確立すること，である。
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……

財政改革において重要なキーコンセプトは

……戦略計画，マネジメント・コントロール，

タスク・コントロールからなる管理会計概念

であり，この概念なくして改革を成功に導く

ことはできない……

小林の指摘するタスク・コントロールは，ア

ンソニーのオペレーショナル・コントロールの

ことと思われる。それはともかく，ここでの小

林の指摘は，わが国の政府管理会計についての

第一人者だけあり，非常に的を得た正論である

と考える。

そこでは，政策の体系化，政策のマネジメン

ト（政策の新設・改定・廃止）が中心となる，

管理会計の体系的な導入・展開を志向している。

これは，わが国に根強い政策中心思考のもとで

考えれば，ごく自然なものと考えることができ

る。

また，わが国の戦前の管理会計（原価計算）

が，外国文献の翻訳に始まり，研究者主導で原

価計算論が組み立てられ，その後，実務へは国

家主導型の普及形態をとったことを踏まえると，

アメリカやイギリスの公的組織における管理会

計を参考にしつつ，その体系をわが国に導入し

ていくという思考は，このような歴史的経緯か

らしても自然である。

しかし，同時に，アメリカの管理会計は，

「技術者の会計」から「会計士の会計」として

「制度化」し，結果として「技術者の疎遠」あ

るいは企業実務との「適合性の喪失」を招いて

しまった。このことには十分な考察が求められ

ると筆者には思われてならない。しかも，管理

会計の本質は，歴史的所産のひとつであり，そ

の歴史は，隣接諸分野の成果を苦悩しつつとり

込んできた歴史である。このように考えてくる

と，わが国の財政改革そしてまた行政改革にお

いて，管理会計の諸概念が主導するなかでこれ

らが進展していくとは，筆者にはどうしても思

われないのである。

むしろ，前節でみたように，わが国の公的組

織においては，すでに，それぞれの分野でさま

ざまな取り組みが行われている。これらをひと

つひとつ，より実効あらしめんがために，管理

会計の考え方，手法を用いて見直していくとい

う，若干迂遠かもしれないアプローチのほうが，

適当であり，かつ，現実的ではないかと筆者に

は思われる 。このアプローチであれば，わが

国管理会計の特徴をうまく生かしつつ，わが国

なりの公的組織の管理会計を創り込んでいくこ

とも十分に考えられると思われる。

このアプローチは，いわば，管理会計の漸次

的・パッチワーク的な導入・展開ということで

ある。次項ではこれについて述べる。

4-2 管理会計の漸次的・パッチワーク的な導

入・展開

わが国の公的組織における管理会計の今後の

展開について，漸次的・パッチワーク的な導

入・展開を図っていく方向が現実的と考えられ

るが，その場合，導入・展開の実質的な担い手

は分散型の構造のもとにあることになる。この

ため，各分野に共通する課題と，異なる課題と

が存在することになる。それぞれの検討課題を

あげることとしたい。

4-2-1 分散型の構造のもとにある実質的な担

い手

体系としての管理会計の導入・展開というア

プローチではなく，管理会計の漸次的・パッチ

ワーク的な導入・展開という方途を選択した場

合，最大の違いは実質的な担い手の問題にあら

われると考える。前者であれば，極論すれば霞

が関（中央省庁）の一部部局の指導のもと，全

同時に急いで補足しなければならないが，そうでは

あっても，管理会計を体系的に考察しておくことの

重要性を否定しているわけではない。筆者の考えは，

体系の構築→実務への落とし込み，ではなく，実務

での活用→結果としての体系，である。実務での

個々の活用を考えるにあたり，体系を視野に入れて

おく必要性は認めるものである。
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省庁・全公的組織がいっせいに導入・展開を図

ることとなる。この場合の実質的な担い手は，

かなりの部分が当該一部部局ということになる。

これに対し，後者であれば，それぞれの公的組

織とまではいかずとも，それぞれの分野ごとに

創意工夫をしながら導入・展開を図っていくこ

ととなる。この場合の実質的な担い手は，それ

ぞれの分野ごとに定まってくることとなる。す

なわち，管理会計の導入・展開の実質的な担い

手が分散型の構造になるのである。

公的組織の業務を大きく分類した場合，その

業務の過程が労働集約的か，資本集約的か，資

金集約的 かによって分けられるように思われ

る。人手を多く使うのか，資本を多く使うのか，

金融を主要な手段にするのか，ということであ

る。これらの分類は，たとえば，公共事業など

は資本を多く使うので，資本集約的という分類

となろうが，同時に，執行部局において人手も

多く必要となるので，部分的には労働集約的に

あたる。このように，必ずしもどれかひとつに

きれいに分類されるものではないが，理念的に

はこの３分類が成立すると思われる。

管理会計の導入・展開を考えるにあたっても，

このような業務の性質による公的組織の分類の

もとで考えていくのが適当と思われる。当該分

類ごとに，管理会計として活用される手法に違

いがあるからである。たとえば，労働集約的な

公的組織であれば，活動基準管理（ABM）な

どが重きをなそう。資本集約的であれば，いわ

ゆるB/C分析を管理会計的に活用することが

重きをなそう。

このように考えると，管理会計の漸次的・パ

ッチワーク的な導入・展開を図る場合には，こ

れらの分類に共通する課題と，分類ごとに異な

る課題とがあると思われる。したがって，以下

では，共通する課題と異なる課題をそれぞれあ

げてみることとしたい。

4-2-2 共通する課題

まず，労働集約的，資本集約的ないしは資金

集約的な業務に共通する課題である。管理会計

の漸次的・パッチワーク的な導入・展開という

ことから，管理会計そのものを扱うことは共通

している。管理会計のこれまでの議論のなかで，

手法にかかるものはそれぞれに異なると思われ

るが，基本的な概念や方法論などでは共通する

ものも存在する。したがって，公的組織での活

用にあたり，鍵となる管理会計の概念や方法論

などについて共通する課題として検討する必要

があると考える。

つぎに，公的組織のおかれた状況にも共通性

がある。どの公的組織であれ，昨今のバッシン

グのもと，納税者の信頼が低下しつつある 。

納税者の信頼をいかに確保するかということは，

管理会計で最近議論され始めたレピュテーショ

ン・マネジメントと共通するところがある。し

たがって，おかれた状況の共通性から生じるこ

ととなる公的組織の信頼性（信頼される側の特

質）の問題について共通する課題として検討す

る必要があると考える。

さらに，管理会計の導入・展開の実質的な担

い手が分散型の構造であっても，自然な成り行

きに任せ，放縦に流れてしまうのではないかと

いう問題がある。部分ごとに強弱はありつつも，

全体として着実な進展を図るためには，何らか

の「仕掛け」が必要となると考える。このよう

な観点からわが国ではどのような「仕掛け」が

考えられるかについて検討を加える必要がある

と考える。

最後に，公的組織の管理会計は，長期的にみ

れば，社会の紐帯としての役割を担うのではな

いかと考える。「民にあらずんば人にあらず」

という社会風潮は，一時ほどではないものの，

趨勢的にみれば強まりつつあり，他方で，わが

国公務員を始めとする公的組織従事者の士気の

低下は目を覆わんばかりである。したがって，

管理会計の漸次的・パッチワーク的な導入・展

開の先にあるものについても長期的な視点から

一般的な用語ではないが，ここでは金融を主要な手

段とする活動という意味で用いる。

ただし，これはわが国だけの現象ではなく，先進国

に共通してみられる現象である（大西，2008）。
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検討を加える必要があると考える。

4-2-3 異なる課題

つぎに，労働集約的，資本集約的ないしは資

金集約的な業務ごとで異なる課題についてであ

る。これは大きく，管理会計手法の問題として

考えられると思われる。労働集約的な業務には，

活動基準管理（ABM）を始めとする管理会計

手法が最もよく適合する。これに対し，資本集

約的，換言すれば，投資的な業務については，

公共事業にみられるようにいわゆるB/C分析

などの手法がある。資金集約的，換言すれば，

金融を主要な手段として用いる業務であれば，

金利等のリスクを管理するALM（Asset Lia-

bility Management）やリスク・マネジメント

などの手法がある。資本集約的な業務および資

金集約的な業務については，管理会計の手法と

いうよりは，隣接諸分野で開発された手法を，

マネジメント・サイクル（PDCAサイクル）

をいかにうまく回しつつ，これらを使いこなす

かという議論が中心となるように思われる。繰

り返せば，現在の公的組織をめぐる議論では，

労働集約的な業務についての議論はそれほど進

んでおらず，一方，資本集約的ないしは資金集

約的な業務についての議論では，手法論はいち

おうできあがりつつあると思われる。公務員人

件費をめぐる最近の議論は，現在の経済状況を

反映した側面もあるが，同時に，公的組織にお

ける自らの人的資源についてのマネジメントが

説明できていない（手法論も存在していない）

ことに由来するのではないかと思われる。した

がって，議論が最も遅れていると思われる労働

集約的な業務については，特に，管理会計手法

を含めた検討が行なわれる必要があると考える。

第５節 まとめ

本稿では，まず，アメリカの公的組織におけ

る管理会計の展開と現況について概観した。20

世紀初頭に，政治的な影響に振り回されないた

めの行政手続きとして会計がとらえられ，1906

年にニューヨーク市に最初の市政調査会が設立

され，包括的な予算システムの確立に取り組ん

だ。その後，州レベルでも予算の制度化が進み，

1921年には予算・会計法が制定された。ニュー

ディール政策の進展は連邦政府の拡大につなが

り，そこへの危機感から，計画とコントロール

という経営管理プロセスの確立が重要な課題と

認識されるようになった。1950年前後に設置さ

れたフーバー委員会は1949年と1955年の２度に

わたり報告書をまとめ，そこで会計に関する事

項も指摘されていた。1960年代後半には，第二

次大戦後の緊縮財政を経て，軍事と社会保障に

おける財政拡大基調となるなかで，長期的な計

画設定と短期的な予算編成をプログラムによっ

て橋渡しするPPBSが導入された。しかし，

PPBSは1971年に，政治過程の核心である予

算との関係に齟齬をきたし，頓挫した。公的組

織の管理会計はこのようななかで，PPBSの

さらなる発展を意図して，その弱点を補強する

形で確立された。アメリカ会計学会（AAA）

は1970年代に５つの報告書をだしたが，1972年

の報告書では公的組織の管理会計の２大目的を

マネジメント・コントロールとアカウンタビリ

ティとした。1960年代後半に国防省のコントロ

ーラーであったアンソニーはPPBSをマネジ

メント・コントロールのシステムとして再構築

しようとするとともに，システムの導入問題に

も関心を示していた。1970年代から1980年代に

かけて，目標管理やゼロベース予算が喧伝され，

多くの公的組織において取り組まれた。政府調

達に関して原価計算基準審議会（CASB）が

1970年に設立され，1980年まで活発な活動を行

った。1990年には連邦会計基準諮問委員会

（FASB）が設置された。1993年には政府業績

評価法（GPRA）が制定され，そこでは，戦略

計画，業績計画および業績報告が定められた。

1990年代後半には業績測定に関心が向けられ，

その指標の設定が進展した。同時に，活動基準

原価計算（ABC）やバランスト・スコアカー

ド（BSC）といった手法も積極的に導入され

るようになった。

アメリカの公的組織における管理会計は企業
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におけるそれとの類似性が多々観察できる。違

いがあるのは，公的組織では，アカウンタビリ

ティが強調されていること，業績測定への取り

組みが遅れたこと，および，システム導入の問

題が早期に認識されたことである。

つぎに，アメリカを除く主要国の公的組織の

管理会計について概観した。イギリスでは，資

源会計・予算を骨格として，精緻な仕組みとな

っている。正確な原価の算定という性格を有す

るイギリスの原価計算との類似性があるように

感じられる。また，監査もVFM 監査として重

視されている。

ドイツの公的組織における管理会計は，費用

と業績の計算（KLR），コントローリングおよ

びベンチマークが中心となっている。費用と業

績の計算はドイツ流の活動基準原価計算

（ABC）であるプロセス原価計算にもとづい

ていると思われる。コントローリングは，アメ

リカの企業におけるコントローラー制度が移入

されたものが，公的組織に転用された。ドイツ

の公的組織における管理会計は，アメリカの強

い影響をも受けていると思われる。

フランスの公的組織における管理会計は，プ

ログラム型業績予算のもと，プログラムの成果

を示す一覧表形式のタブロー・ドゥ・ボールが

使われている。プログラム等を単位としたコス

ト分析会計が行われているが，統一した手法等

は定められておらず，十分な整備がなされてい

るとはいえないとの指摘もある。

わが国の公的組織でも，1960年代後半から1970

年代初頭にかけてPPBSが試行された。しか

し，アメリカにおける不首尾，各省庁の消極的

な意向などを受けて，頓挫した。

そして，わが国の現況について概観した。現

在，わが国の公的組織においても管理会計とは

認識されてはいないものの，それに相当する動

きもある。便益とコストを算定する公共事業に

おける費用便益分析（いわゆるB/C分析），補

助金等や出資金等のコストを算定する財政投融

資における政策コスト分析，予算執行調査や政

策評価との連携を強める予算制度改革，政策の

PDCAサイクルを意識する政策評価，および，

地方公共団体を中心に取り組まれているNPM

等である。わが国の場合，政策中心思考が根強

く存在し，執行部門・執行段階を視野に入れる

ことが弱い傾向にある。したがって，いわゆる

日本的管理会計の活用余地もきわめて小さいも

のとなっている。

最後に，わが国の公的組織における管理会計

の今後の展開について考察した。まず，管理会

計を体系として導入・展開を図っていくアプロ

ーチである。体系としての管理会計は，政策の

体系化や政策のマネジメントを中心とする。政

策中心思考のもとで考えれば自然な発想である。

加えて，原価計算のように，アメリカやイギリ

スの体系を移入することはこれまでも自然に行

われてきた。しかし，管理会計の体系化は実務

との乖離を生じやすいという問題がある。しか

も，それぞれの分野で，それぞれにすでに取り

組みがみられる。したがって，管理会計を体系

として導入・展開を図るアプローチよりも，漸

次的・パッチワーク的な導入・展開を図るアプ

ローチのほうが適当であり，現実的と思われる。

管理会計の漸次的・パッチワーク的な導入・

展開を図るアプローチは，実質的な担い手がそ

れぞれの分野に分散することとなる。公的組織

の業務は，労働集約的，資本集約的，ないしは，

金融を主要な手段とする資金集約的な業務に，

理念的には分けられる。後２分類はすでにさま

ざまな手法が試行されており，それらをどのよ

うに活用するかが重要であると思われる。最初

の労働集約的な業務については，最も議論が遅

れている。これらの３分類の業務に共通する諸

課題についてあげるとともに，議論が遅れてい

る労働集約的な業務についての課題を指摘した。

以上

本稿をまとめるにあたり，伊藤和憲教授（専修大学商学部）が主催される研究会での

検討において，多くの貴重な助言・所見およびコメントをいただいた。また，櫻井通
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晴教授（城西国際大学経営情報学部）には過分なご指導をいただいた。さらに，柴田

匡平教授（信州大学経営大学院）には有益なコメントをいただいた。感謝申し上げた

い。
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